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3 3 9 1 2 22 目的地へ回送 車両による人身、物損事故を起こす
・安全運転を心掛け道路交通法を順守する
・同乗者と声掛け、周囲確認する

同乗者

現場からの移動 1 作業車両離脱 車両同士・周囲の構造物への接触
・流出箇所前後の安全確認を行う。
・必ず誘導者の合図に従い現場から流出する
・誘導員は運転手から見える位置に立つ

運転手
誘導者

2 車両の荷台等飛散養生 荷台から資機材等が落下する 車両の周囲・ネット（シート）養生・荷締め・荷姿を確認する 作業員

片付け 1 資機材等の片付け 現場に資機材等を置き忘れる 現場、車両の周囲、現場等周囲を確認する 全員

車両と作業員の接触
・打合せ後、誘導者は運転手から見える場所で誘導する
・誘導員が見えなくなった場合は、必ず車両を停止させる

誘導者
運転手

5 規制内での車両の移動 車両同士の接触 車両の移動は必ず誘導者と打合せ等を行う
運転手
誘導者

4 車両からの降車 車両の扉が走行車両に接触する
・乗降はできるだけ通行車線側の反対側から乗降りする
・困難な場合は上流を必ず確認し乗降りする

全員

3 ハンドル切、サイドブレーキ、輪止めの実施 車両が動き、人や物に接触する 降車時は指差呼称を行い、忘れ防止を図る 全員

2 規制内に進入
・一般車が後方から追突する
・一般車が規制内へ誤進入する

進入車両は後続車に早めの合図（ハザート等）の注意喚
起をし、保安員は適切な誘導を行う

全員

現場への移動 1 現場へ回送 車両による人身、物損事故を起こす
・安全運転を心掛け道路交通法を順守する
・同乗者と声掛け、周囲確認する

同乗者

10 資格者証の確認 無資格作業により労働災害を起こす
・必ず有資格者が作業する
・資格者証の確認、作業時は携行する

全員

押し出し君の設置有無を確認する（対象車両） 全員

9 業務用プレートの区間確認 区間外、不正使用を起こす
管理用通行証（名高速）、業務用車両証明書、ETC業務用
プレート、対象車番を確認する

全員

8 車両点検、荷姿の確認 スペアタイヤの落下、タイヤの脱落を起こす
・車両点検、ネット（ｼｰﾄ）養生・荷締め等、荷姿を確認する
・ホイルナットの締付を確認する

全員

7 規制協議書の確認 協議書通りの規制でない 規制図等、規制作業内容を確認する 全員

6 作業手順の確認 手順が分からず、現場で不安全行動を起こす 個人の作業内容、作業手順を確認する 全員

5 朝礼、KY活動 漠然と現場に入り事故を起こす ＫＹミーティングにて危険箇所を確認する 全員

4 資機材等の点検 機械、工具が現場にて稼働しない 始業前（出発前）に点検を行い、機械、工具の点検する 全員

3 服装、保安用具等装備品の点検 しらすんだーの音が鳴らない 始業前（出発前）に全員で点検を実施する 全員

2 健康状態の確認 体調不良、風邪、酒気帯び等により正常判断が出来ない 体調確認、体温測定、アルコールチェックを行い記録する 全員

参考図（写真等）
（品質、トラブルも含む） 点検・確認

準備 1 新規入場者がいないか確認 現場、施工方法等について十分な知識を有していない 新規入場者教育を受講させる 職長

作業工程 No 単位作業 と その主な手順

危険有害要因（予測される災害・事故） 危険要因

危険有害要因低減対策

誰　が 対策後

必要資格等 運転免許（普通、準中型、中型）

その他
備考 施工機械の選択においては、別紙の草刈作業の使用機械選定フローを参照しメンテ及び協力会社と共有を図る
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